
令和４年度「都市の成長戦略」推進のための 

「兼業・副業」人材募集に係る企画・運営業務 仕様書 

 

１ 委託業務の名称 

令和４年度「都市の成長戦略」推進のための「兼業・副業」人材募集に係る企画・運

営業務 

 

２ 委託期間 

契約締結日から人材選考終了まで 

 

３ 趣旨・目的 

本市では，令和３年８月に策定した行財政改革計画における「都市の成長戦略」にお

いて，「京都の強み」と「時代の潮流」を掛け合わせ，新たな価値を創造する中長期的

な都市のあり様を「５つの都市デザイン」として描いている。また，都市デザインの実

現に向けて，スピード感を持ってトライアル＆エラーを繰り返しながら具体的な取組を

創造的に生み出す「チャレンジ」を企画・実行しているところである。 

この「都市の成長戦略」を推進していくため，市役所職員が一丸となって取り組んで

いくとともに，外部知見など新たな風を吹き込む組織基盤を整備し，「失敗と挑戦を恐

れない創造的な組織」へと変革しながら，「チャレンジ」の高度化・先鋭化を図ってい

く。 

 

４ 委託内容 

提案者の独自の媒体やメディア等を通じて，幅広い業種・職種の多様な専門スキルを

有する優秀な人材層に本市の求人情報を発信するとともに，外部人材※の採用確定まで

の基本的なサポートを行うこと。 

※ 週１回程度勤務，兼業・副業可能な人材９名の採用を想定（詳細は別紙参照）。 

 

（１）効果的な求人広告の発信 

本市の求人情報について，幅広い優秀な人材からの応募を促進するため，独自のネ

ットワークやノウハウを活用した求人コンテンツの作成，認知度の向上を図るための

手法，企画について提案すること（取材記事掲載，ＤＭ等の発信等）。 

※ ８月頃の採用を想定。 

 

（２）人材選考に係る採用支援 

求人票作成や書類選考，面接，内定承諾に至るまでの効率的な人材選考方法など採

用支援（ビデオ面接等）について提案すること。 



（３）応募者からの独自提案について 

応募者は，上記の委託内容以外に本業務の趣旨・目的に適う独自の提案や，他の手

法と比較した提案の優位性（提案する採用支援の効率性や経費面の優位性等）を含め

て提案すること。 

 

５ 委託料上限額 

１，２００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を含む。） 

 

６ 成果物 

・求人結果報告書８部 

・上記成果物に係る電子媒体データ 

 

７ 留意点 

（１）本業務で履行した内容は，すべて本市に帰属するものとする。受託者は成果品を本

市の承諾なく他に公表し，貸与し，又は使用させてはならない。 

（２）受託者が委託業務を行うに当たって個人情報を取り扱う場合には，その取扱いに十

分留意し，漏えい，滅失及びき損の防止その他「京都市個人情報保護条例」，「京

都市情報セキュリティ対策基準」等の関連法令を遵守し，個人情報の保護に努める

こと。また，本事業の実施に係る責任者を配置すること。 

（３）受託者は，委託業務を行うに当たり，業務上知り得た秘密を他に漏らし，又は自己

の利益のために利用することはできない。また，委託業務終了後も同様とする。 

（４）業務遂行に当たっては，本市と綿密な情報交換を行うとともに，本仕様書に定めの

ない事項については，京都市総合企画局都市経営戦略室の指示に従うこと。 

（５）本業務の全部または主たる業務の一部を第三者に委任してはならない。なお，本業務

の一部を第三者に委任する場合は，本市に書面により申請し，承認を得ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（別紙） 

 

募集人材要件（案） 

 

１．募集職務 

⑴ 若い世代の移住・定住促進 １名 

【業務内容】 

・若い世代の移住・定住促進に向けた助言，提案 

・暮らすまち・京都としての効果的な情報発信 

【応募資格】 

・マーケティング・コンサルティング業務，ブランディング関連業務経験者 

 

⑵ 公民連携施策・事業推進 １名 

【業務内容】 

・公民が連携して行う施策等における資金調達方法の提案・助言 

・資金調達先として想定する者に対する，所管部署と連携した個別アプローチの実施 

【応募資格】 

・ファンドレイジング※に係る知見を有し，公的機関若しくは非営利団体又は民間企業

における寄附等による資金調達に関する実務経験を有する者 

 

※ファンドレイジング  

 ここで言うファンドレイジングとは，ふるさと納税，地方創生応援税制（企業版ふ

るさと納税）及びクラウドファンディング等を含む寄附・協賛金並びに補助金・助成

金等の歳入確保，並びに成果連動型民間委託契約方式（ＰＦＳ／ＳＩＢ）等の歳出削

減等，公民連携施策・事業の継続的な実施に必要な資金を個人・法人・政府等から確

保する行為の総称をいう。 

 

⑶ 海外からの寄付受入れ※推進 １名 

【業務内容】 

・京都市に「寄付したい」と思っていただける仕掛けへの助言・提案 

（HP・チラシ等に掲載し寄付を呼び掛けているメッセージの改善・充実，京都を訪れ

る海外の方々向けの効果的な発信 など） 

・京都を応援していただける可能性のある海外の個人・団体に関する情報収集 

・海外の個人・団体への京都市の取組の周知・仲介 

                               等 

 



【応募資格】 

・英文対応（ビジネスレベル）のできる方（資格は必須ではないが，業務での使用経験

又は英語を使っての海外生活経験が１年程度以上あること。日本語を母語としない方

の場合は，日本語での意思疎通に支障がないことに加え，日本で就労可能な在留資格

を有していること） 

・事業の推進に資する，多様なネットワークをお持ちの方（主に，アメリカ，中国，台

湾など） 

（望ましい技能・経験（必須ではない）） 

・繁体字対応能力（日常会話レベル） 

 

※海外からの寄付受入れ 

  京都市では，少子高齢化社会を迎える中，京都が有する魅力を次代につなぐため，観

光都市として世界に知られている特性を活かし，国内に留まらず，世界中から京都を応

援していただけるよう交流人口の増加を目指している。 

この取組の一環として，京都の魅力や市民・事業者・行政が一体となって守ってきた

努力に共感いただいた海外の方々から京都市への寄付の受入れにつなげていく前例のな

い取組を進めている。 

 

⑷ デジタル化の推進 ２名 

【業務内容】 

・「伝統と先端が融合するデジタル創造都市」の実現に向けた各チャレンジの取組の具

体化に関する立案・助言 

・その他の都市の成長に繋がる地域・社会におけるＤＸの取組に関する立案・助言 

・上記２項目の取組の実現に向けた調整（関係者との協議等） 

・デジタル技術やＤＸに関する専門的・技術的な助言・支援 

【応募資格】 

以下のような経験，専門的知見等を有していることが望ましい。 

・デジタル技術やビッグデータを活用した新たな事業の創出・推進に主導的な役割で関

わった経験を有していること。 

・企業・大学などとの人的ネットワークを有していること。 

・デジタル技術・データ活用・情報セキュリティに関する専門的知見を有しているこ

と。 

 

⑸ 文化と経済の好循環に係る事業推進 １名 

【業務内容】 

・アート市場活性化（NFT，マネタイズ含む）等，文化と経済の融合に係る提案・助言 



【応募資格】 

・コンサルティング業務，アート関連業務（特にデジタル分野）の経験実績のある方 

・アート市場に関する人的ネットワークを有する方 

 

⑹ 企業誘致の推進 ２名 

ア 不動産事業者，金融機関等の連携強化に向けたネットワーク構築業務  

【業務内容】 

・不動産事業者，金融機関等へのアプローチのための営業戦略の提案・助言 

  ・不動産事業者，金融機関等への個別アプローチの実施 

  ・市外流出防止に向けた市内企業への営業戦略の提案・助言や，制度の検討・立案

【応募資格】 

  ・不動産取引に関する知見を持っている方 

  ・市内の不動産事業者，金融機関，企業等とのネットワークを持っている方  

イ 魅力発信事業に係る戦略推進業務 

【業務内容】 

・各アドバイザーと連携した，オンライン連続セミナー等のイベント企画・立案 

  ・他都市の企業誘致施策の調査・研究・分析 

  ・上記の調査等の結果を踏まえた新たな企業誘致施策の検討・立案 

 【応募資格】 

・イベント企画業務の経験がある方 

  ・マーケティング業務，ブランディングの経験実績のある方 

 

⑺ 公園利活用の推進 １名 

【業務内容】 

・公園や地域の特性を生かし，ポテンシャルを最大限に発揮するための公園利活用の施

策に関する提案・助言 

・産学公民連携による柔軟な公園運営の実現に向けた事業スキームの検討・立案 

・公園利活用のプレイヤーとなり得る多様な主体への個別アプローチ及び対話の実施 

【応募資格】 

・公園などの公共空間において，ハード施策・ソフト施策の相乗効果を生み出すコミュ

ニティデザインに携わった経験のある方 

・ＰＰＰ（公民連携）に関する豊富な知見を有するとともに，個別の事業に携わった経

験のある方 

・上記の推進に資する，多様な人的ネットワークをお持ちの方 

 

 



２．条件 

⑴勤務地：京都市役所 

テレワーク可。ただし，月１回程度は出勤。要相談。 

業務上必要な場合には関係機関等に出張することもあります。 

 

⑵勤務日：週1回（月4回）程度。 

 

⑶報酬：1回当たり25,000円。 

京都市役所等への交通費別途支給（本市職員基準） 

 

⑷雇用関係：なし。委嘱状の交付。 

※本件はアドバイザー業務を委嘱するものであり，京都市との雇用関係が生じるもので

はありません。 

 

⑸従事期間：令和4年8月頃～令和5年3月末 

※募集人材要件については，現段階での案であり，変更する可能性があります。 


